
消費者庁消費者教育推進課

消費者教育の取組の現状と課題（消費者庁）

資料４







消費者教育の現状

・ 計画策定、協議会設置が進み、消費生活センター等を拠点に、地域の消費者教育は一定程度進捗

・ 従業員向け消費者教育研修プログラムを作成し、講師派遣を実施
新人・若年者向け（2023年度～）、壮年・退職期向け（2024年度～）

新学習指導要領において消費者教育の内容を充実
小学校(2020年度～)、中学校(2021年度～)、高等学校(2022年度～）及び特別支援学校

高等学校等における「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育の実施
地方公共団体による出前講座等の実施（2024年４月時点） 対学生：7,259

 消費者教育推進計画：47都道府県・19政令市（2024年４月時点）
 消費者教育推進地域協議会：47都道府県・19政令市（2024年４月時点）
 消費者教育コーディネーターの配置：47都道府県、20政令市、12中核市（2024年４月時点）
 地方公共団体による出前講座等の実施（2024年４月時点） 対社会人：3,159、対高齢者：8,087

 エシカル消費：4,712、高齢者等の見守り：8,121、消費者被害防止：20,112

学校 学習指導要領に基づく実践的な教育の推進

地域社会 消費生活センターを地域住民に消費者教育を提供する場として拠点化

職域 事業者の形態、事業分野等に応じた従業者に対する教育を実施

〇ライフステージに応じた場を活用して消費者教育を実施してきたところ、学校、地域社会における取組は
一定程度進捗。今後の課題は、職域における従業員に対する教育の実施。

〇消費者教育ポータルサイトによる教材、講師、注意喚起チラシ等の効果的な教育の実施を促進。

 コーディネーターや担い手の育成、関係者の連携・相互の学びを促進

 継続的学びに向け、職域の取組を強化
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→ 協議会の設置及び推進計画の策定は47都道府県、19/20政令市。

【地域における消費者教育推進体制の確保】
消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計画の策定

※赤色表示は対応済割合50%未満の都道府県
（出所）令和６年度現況調査（令和６年４月１日現在） 4

対応済 対応済割合 対応済 対応済割合
北海道 札幌市 政令市 ○ ○
北海道 函館市 中核市
北海道 旭川市 中核市
青森県 青森市 中核市
青森県 八戸市 中核市
岩手県 盛岡市 中核市 0% 0%
宮城県 仙台市 政令市 ○ 100% ○ 100%
秋田県 秋田市 中核市 0% 0%
山形県 山形市 中核市 0% 0%
福島県 福島市 中核市 ○
福島県 郡山市 中核市
福島県 いわき市 中核市 ○ ○
茨城県 水戸市 中核市 ○ 100% 0%
栃木県 宇都宮市 中核市 0% 0%
群馬県 前橋市 中核市
群馬県 高崎市 中核市
埼玉県 さいたま市 政令市 ○ ○
埼玉県 川越市 中核市
埼玉県 川口市 中核市
埼玉県 越谷市 中核市
千葉県 千葉市 政令市 ○ ○
千葉県 柏市 中核市 ○ ○
東京都 八王子市 中核市 ○ 100% ○ 100%
神奈川県 横浜市 政令市 ○ ○
神奈川県 川崎市 政令市 ○ ○
神奈川県 相模原市 政令市 ○ ○
神奈川県 横須賀市 中核市
新潟県 新潟市 政令市 ○ 100% ○ 100%
富山県 富山市 中核市 0% 0%
石川県 金沢市 中核市 0% 0%
福井県 福井市 中核市 0% 0%
山梨県 甲府市 中核市 0% 0%
長野県 長野市 中核市 ○ ○
長野県 松本市 中核市
岐阜県 岐阜市 中核市 ○ 100% ○ 100%
静岡県 静岡市 政令市 ○ ○
静岡県 浜松市 政令市 ○ ○
愛知県 名古屋市 政令市 ○ ○
愛知県 豊橋市 中核市
愛知県 岡崎市 中核市
愛知県 一宮市 中核市
愛知県 豊田市 中核市

100% 100%

20% 20%

100% 100%

75% 75%

50% 50%

67% 33%

0% 0%

25% 25%

33% 33%

0% 0%

都道府県名 都市名 都市区分
協議会の設置 推進計画の策定

対応済 対応済割合 対応済 対応済割合
滋賀県 大津市 中核市 0% 0%
京都府 京都市 政令市 ○ 100% ○ 100%
大阪府 大阪市 政令市 ○ ○
大阪府 堺市 政令市 ○ ○
大阪府 豊中市 中核市 ○ ○
大阪府 吹田市 中核市
大阪府 高槻市 中核市
大阪府 枚方市 中核市
大阪府 八尾市 中核市
大阪府 寝屋川市 中核市
大阪府 東大阪市 中核市
兵庫県 神戸市 政令市 ○ ○
兵庫県 姫路市 中核市 ○ ○
兵庫県 尼崎市 中核市
兵庫県 明石市 中核市
兵庫県 西宮市 中核市 ○ ○
奈良県 奈良市 中核市 0% 0%
和歌山県 和歌山市 中核市 ○ 100% 0%
鳥取県 鳥取市 中核市 ○ 100% ○ 100%
島根県 松江市 中核市 ○ 100% ○ 100%
岡山県 岡山市 政令市 ○ ○
岡山県 倉敷市 中核市
広島県 広島市 政令市 ○ ○
広島県 呉市 中核市
広島県 福山市 中核市
山口県 下関市 中核市 0% 0%
香川県 高松市 中核市 0% 0%
愛媛県 松山市 中核市 0% 0%
高知県 高知市 中核市 0% 0%
福岡県 北九州市 政令市
福岡県 福岡市 政令市 ○ ○
福岡県 久留米市 中核市
長崎県 長崎市 中核市
長崎県 佐世保市 中核市
熊本県 熊本市 政令市 ○ 100% ○ 100%
大分県 大分市 中核市 0% 0%
宮崎県 宮崎市 中核市 0% 0%
鹿児島県 鹿児島市 中核市 0% 0%
沖縄県 那覇市 中核市 0% 0%

0% 0%

50% 50%

33% 33%

33% 33%

33% 33%

60% 60%

推進計画の策定
都道府県名 都市名 都市区分

協議会の設置



（備考）「令和６年度地方消費者行政の現況調査」により作成。

消費者教育コーディネーターの配置状況

都道府県   104人
 政令市    32人
 市区町村    176人

計        312人

定数内職員  161人
 定数外職員  118人
委託先職員    29人
その他       4人

行政職員    193人
 消費生活相談員   93人
教員、元教員等    18人
その他            8人

全国の配置状況

都道府県  47全都道府県において配置済
 政令市    20全政令市において配置済
 中核市      12/62中核市において配置済

旭川市 甲府市 尼崎市 ○
函館市 長野市 ○ 明石市
青森市 松本市 奈良市
八戸市 富山市 和歌山市
盛岡市 ○ 金沢市 鳥取市
秋田市 福井市 松江市
山形市 岐阜市 倉敷市
郡山市 豊田市 福山市
いわき市 ○ 豊橋市 呉市
福島市 ○ 岡崎市 下関市
水戸市 ○ 一宮市 高松市
宇都宮市 ○ 大津市 ○ 松山市
前橋市 高槻市 高知市
高崎市 東大阪市 久留米市
川越市 ○ 豊中市 長崎市 ○
越谷市 枚方市 佐世保市
川口市 八尾市 大分市
船橋市 寝屋川市 宮崎市
柏市 ○ 吹田市 鹿児島市 ○
八王子市 姫路市 那覇市
横須賀市 西宮市

※朱色表示は令和６年４月１日時点未配置

【人数】

【採用形態】

【本職】
（前職を含む）

中核市の配置状況
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学生（小中高大学生等） 4,953回
 社会人（成人一般）     1,680回
事業者（従業員等）    260回
高齢者            3,217回
 教職員 289回
 社会福祉関係   720回
その他     381回

【出前講座等
対象実施回数】



自治体 事業の名称 事業等の内容 参加人
数

高
齢
者
等
の
見
守
り
活
動

石川県 石川県 ①高齢消費者被害防止見守りセミ
ナー
②高齢消費者被害防止民生委員等
出前講座

①高齢消費者被害を防止するため、身近な地域におけ
る見守りネットワークの必要性を啓発するセミナーを開催
②県内の高齢消費者被害の状況、見守りの際の注意
点

131
※①②合
計

大阪府 大阪市 高齢者の支援者向け見守り講座 高齢者の消費者被害に気付くポイント等、見守りに必要
な知識について

657

東京都 青梅市 こんな誘いにご注意を！～高齢者を取
り巻く消費者トラブル～

青梅市高齢者クラブ連合会の会員に対して、最近の悪
質商法の手口や防止方法、青梅市消費者相談室での
相談状況を紹介し、高齢者の消費者被害防止を図る。

93

稲城市 高齢者見守り関係者への情報提供 消費生活相談員による講義、意見交換 22

エ
シ
カ
ル
消
費
の
普
及

大分県 大分県 エシカル消費講演会 大学生が勉強会と研修を通じて得た最終成果を講演会
で発表する

69

静岡県 浜松市 ①夏休み親子消費者教室
②出前講座
③フェアトレードコーヒーの試飲 等

①小学校高学年の親子を対象に、外部講師を招き消
費者教育講座を実施する
②実験による材料の違い、賞味期限について、エシカル
消費などについて学ぶ
③ふれあいフェスタにて、来場者にフェアトレードコーヒーの
試飲を促しフェアトレードを啓発する 等

2363

北海道 留萌市 まちなか消費教育・啓発コーナー設置 まちなかの中心部にあるまちなか賑わい広場内にパネル・
パンフレットを設置

11802

千歳市 ちとせ消費者まつり2023 企業の展示ブース、食品や野菜の直売コーナー、協賛企
業からの提供品配布

890

地域における消費者教育の取組（高齢者等の見守り活動、エシカル消費の普及）
○令和６年度、高齢者等の見守りの活動促進を図る取組は1,085件、エシカル消費の普及を図る取組は838件実施。

6（備考）「令和６年度地方消費者行政の現況調査」より作成。



地域における消費者教育の取組（事業者向けの出前講座等）
○ 令和６年度、地方公共団体が事業者(従業員等)向けに消費者教育として実施した出前講座等は282件。
社会人や見守り向けに消費者被害防止を図るもののほか、従業員向けの研修講座が実施されている。

自治体 事業の名称 事業の内容 参加人数

新潟県 新潟県 消費者志向経営セミナー ・消費者経営とは
消費者経営の推進について
・エシカルという新しいものさし

60

山梨県 山梨県 事業者向け消費者志向・景品表
示法研修会

消費者志向経営の推進についての講義、及
び実例紹介

32

滋賀県 大津市 事業者向け消費者教育推進講座 最近の消費者トラブルについて知り、被害防
止の対策方法について学ぶ

30

岡山県 岡山市 公民館職員向け研修会 スマホ・ケータイやインターネットにかかわるトラ
ブルや事件・事故の事例等の説明

35

愛媛県 愛媛県 表示等に関するコンプライアンス講習
会

・景品表示法の概要及び最近の違反事例につ
いて
・食品衛生法等について
・消費者トラブルへの対応

246

7（備考）「令和６年度地方消費者行政の現況調査」より作成。
※「参加人数」は、講習会等の実施回数に関わらず、全回の参加人数の総数を記載している。



（備考）「令和６年度地方消費者行政の現況調査」より作成。 ※自治体により、名称や役割が異なる複数の地域サポーターを配置が見られる。

地域サポーターの配置状況
・ 都道府県：27/47都道府県において配置 (38団体、登録人数計6,533人)
・ 政 令 市 ：15/20政令市において配置 (19団体、登録人数計3,880人)
・ 市区町村：130市区町村において配置 (137団体、登録人数計3,877人)

27都道府県 15政令市 130市区町村
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青森県 1 愛知県 1
岩手県 1 三重県 1
宮城県 1 京都府 2
山形県 1 大阪府 1
栃木県 1 兵庫県 1
埼玉県 1 奈良県 1
千葉県 2 和歌山県 2
新潟県 1 鳥取県 1
富山県 2 島根県 2
石川県 2 岡山県 1
福井県 2 山口県 1
山梨県 2 徳島県 4
長野県 1 高知県 1
岐阜県 1

札幌市 2
仙台市 1

さいたま市 1
横浜市 1
川崎市 1
新潟市 1
静岡市 1
京都市 1
大阪市 1
堺市 2
神戸市 2
岡山市 1
広島市 1
福岡市 2
熊本市 1

北海道 2 石川県 3 岡山県 0
青森県 1 福井県 6 広島県 1
岩手県 1 山梨県 3 山口県 6
宮城県 0 長野県 9 徳島県 3
秋田県 1 岐阜県 1 香川県 1
山形県 2 静岡県 3 愛媛県 0
福島県 1 愛知県 0 高知県 0
茨城県 5 三重県 2 福岡県 24
栃木県 2 滋賀県 3 佐賀県 2
群馬県 1 京都府 0 長崎県 0
埼玉県 17 大阪府 2 熊本県 0
千葉県 6 兵庫県 8 大分県 0
東京都 9 奈良県 2 宮崎県 1
神奈川県 2 和歌山県 1 鹿児島県 2
新潟県 3 鳥取県 0 沖縄県 0
富山県 1 島根県 0



地域サポーターの取組例

（備考）「令和６年度地方消費者行政の現況調査」より作成。 登録人数が200人を超える例。 9

自治体名 名称 活動 登録人数（人）

札幌市 消費生活サポーター みまもり通信を活用して、地域の方に情報提供を行う、所属する団体などにおいて、ミニ
講座を開催する等 407

八戸市 消費者アシスト隊 地域における消費者被害防止の観点から高齢者を中心に見守りを行う等 570

岩手県 消費生活サポーター 県が発信する情報による地域住民への被害防止の啓発活動等 300

栃木県 くらしの安心サポーター 高齢者及び障害者等が悪質事業者の被害に遭わないよう又は被害の早期発見のため
の見守り、不審な表示に関する情報を県へ通報等 290

埼玉県 埼玉県消費者被害防止サポーター 居住する市町村等が実施する消費生活に関する事業への協力、地域での消費者被害
の未然防止・早期発見のための見守り活動等 1130

千葉県
消費者教育担い手人材 消費者からの消費生活に関する相談へのアドバイス等、各自で実施等 575
消費生活地域サポーター 消費生活に関する啓発講座及びイベントへの参加、消費生活に関する啓発及び広報

用資料等の配布活動等 298

横浜市 消費生活推進員 環境に配慮した購買行動の促進を行うこと、商店街・メーカー等の意見交換会を行うこ
と等 1040

新潟県 消費生活サポーター 消費生活・金融に関する情報の提供、啓発講座の講師等 228

長野県 消費生活サポーター 地域・職域における消費者への啓発、消費者教育の実施、消費生活に関する講座等
への参加等 298

兵庫県 くらしの安全・安心推進員 消費者被害を未然に防止するための見守りを行うこと、その他安全で安心な消費生活
を実現するために必要な活動を行うこと等 225

和歌山県 消費生活サポーター 地域における啓発活動の担い手として、消費生活情報の伝達を行い、地域で見守り活
動を行う 265

鳥取県 地域消費生活サポーター 市町村消費生活相談窓口への情報提供、地域での啓発活動 219

徳島県 くらしのサポーター（個人） 県や地域が実施する研修会等に参加し知識を高めること、消費生活に関する講座にお
いて講師として活動すること等 667

高知県 高知県くらしのサポーター 県の主催する啓発活動への参加（啓発グッズの配布など）、県開催の研修への参加 213

福岡市 消費生活サポーター 消費生活センターへの相談仲介を行うこと、研修会に出席すること等 910

熊本市 消費生活地域見守りサポーター 消費者被害を未然に防止するために、地域の方々に対して見守りや声かけを行うこと等 621

鹿児島市 地域消費者サポーター 悪質商法の被害の未然防止及び被害の早期発見のための見守り、市が実施する研修
への参加等 215


















